
議案第５号

北九州市教育支援委員会の委員の委嘱又は任命について

北九州市教育支援委員会委員を次のとおり委嘱又は任命する。

令和３年４月２２日提出

北九州市教育委員会

教育長  田島 裕美

提案理由 北九州市教育支援委員会規則（昭和４９年北九州市教育委員会

規則第１７号）第３条及び第４条の規定に基づき委嘱又は任命している

委員の任期満了に伴い、委員を新たに委嘱又は任命する必要があるので、

この案を提出する。
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北九州市教育支援委員会について 

１ 北九州市教育支援委員会とは 

  教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１）障害のある幼児、児童及び生徒の障害の種類および程度の判定に関すること。 

（２）障害のある幼児、児童及び生徒の就学先の決定に関すること。 

（３）障害のある幼児、児童及び生徒の就学先決定後の一貫した支援に関すること。 

２ 設置年月日 

  昭和４９年１０月１１日 

３ 委員構成及び任期等 

 〇委員定数 ２０人以内（規則第３条） 

〇委員任期 ２年（規則第４条） 

〇次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、または任命する。（規則第３条） 

（１）医師 

（２）学校関係職員 

（３）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する児童福祉施設（同

法第１２条の児童相談所を含む。）の職員 

（４）学識経験者  

４ 会議開催回数 

  年２回程度開催 

2



任期満了に伴う教育支援委員の変更について 

１．教育支援委員の変更 

辞 任 新 任 

氏 名 役 職 名 氏 名 役 職 名 

松尾 圭介 
北九州市立総合療育センター 

所長 
鳥越 清之 

北九州市立総合療育センター 

所長 

髙橋  広 
北九州市立総合療育センター

眼科部長 
村上 美紀 むらかみ眼科 

高井 健次 小池学園 園長 髙野 志保 
北九州市立総合療育センター

小児科 

宮基 量子 修多羅小学校 校長 森永 勇芽 皿倉小学校 校長 

一ノ宮成美 鷹の巣幼稚園 園長 久松砂和美 小倉南幼稚園 園長 

２．役職名の変更 

氏 名 
異動前 異動後 

役 職 名 役 職 名 

友納 優子 
北九州市立総合療育センター 

小児科部長 

北九州市立総合療育センター 

副所長 

※ 任期満了に伴い、以上のように北九州市教育支援委員会委員の変更がありました。 

  また、構成人数について、医師が１名増え、福祉関係者が１名減りました。学校関係者、学識

経験者の構成人数に変更はありません。女性登用率は７５％となりました。 

  改選後の委員名簿を添付します。 
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新 

令和３年度 北九州市教育支援委員会名簿（案） 

氏 名 役  職  名 備考 

医

師

下野
し も の

 昌幸
まさゆき

産業医科大学 特任教授  

鳥越
とりごえ

 清之
きよゆき

北九州市立総合療育センター 所長 新任 

友
とも

納
のう

 優子
ゆ う こ

北九州市立総合療育センター 副所長  

髙
たか

野
の

 志保
し ほ

北九州市立総合療育センター 小児科 新任 

山口
やまぐち

 若菜
わ か な

北九州市立総合療育センター 精神科  

安松
やすまつ

 千
ち

絵
え

北九州市立総合療育センター 耳鼻科  

村上
むらかみ

 美紀
み き

むらかみ眼科 新任 

向野
む く の

公味子
き み こ

キンダーラウムムクノ 前院長  

原田
は ら だ

 博子
ひ ろ こ

嘉武医院  

学
校
関
係
者

明瀬
みょうせ

 真二
し ん じ

門司総合特別支援学校 校長  

鬼塚
おにづか

久美子
く み こ

小倉南特別支援学校 校長  

長谷川
は せ が わ

智美
さ と み

小倉総合特別支援学校 校長  

渕上
ふちがみ

 瑞
みず

恵
え

千代中学校 校長 

山田
や ま だ

 浩司
ひ ろ し

八幡西特別支援学校 校長  

森永
もりなが

 勇
ゆ

芽
め

皿倉小学校 校長 新任 

久松
ひさまつ

砂
さ

和美
わ み

小倉南幼稚園 園長 新任 

福
祉
施
設

等
職
員

小松
こ ま つ

 未央
み お

北九州市子ども総合センター 判定係長  

清水
し み ず

喜代美
き よ み

引野ひまわり学園 園長  

学
識
経
験
者

倉光
くらみつ

 晃子
あ き こ

西南学院大学 准教授（特別支援教育専門）

大平
おおひら

  壇
だん

福岡教育大学 教授（特別支援教育専門） 

任   期   令和３年５月１日～令和５年４月３０日 
女性登用率  ２０名中１５名（７５％） 
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旧 

令和２年度 北九州市教育支援委員会名簿 

氏 名 役  職  名 備考 

医

師

下野
し も の

 昌幸
まさゆき

産業医科大学 特任教授  

友
とも

納
のう

 優子
ゆ う こ

北九州市立総合療育センター 小児科部長  

山口
やまぐち

 若菜
わ か な

北九州市立総合療育センター 精神科 

向野
む く の

公味子
き み こ

キンダーラウムムクノ 院長  

原田
は ら だ

 博子
ひ ろ こ

嘉武医院  

松尾
ま つ お

 圭介
けいすけ

北九州市立総合療育センター 所長 辞任 

安松
やすまつ

 千
ち

絵
え

北九州市立総合療育センター 耳鼻科  

髙
たか

橋
はし

  広
ひろし

北九州市立総合療育センター 眼科部長 辞任 

学
校
関
係
者

明瀬
みょうせ

 真二
し ん じ

門司総合特別支援学校 校長  

鬼塚
おにづか

久美子
く み こ

小倉南特別支援学校 校長  

長谷川
は せ が わ

智美
さ と み

小倉総合特別支援学校 校長 R2.5.1～ 
人事異動により就任 

渕上
ふちがみ

 瑞
みず

恵
え

千代中学校 校長  

山田
や ま だ

 浩司
ひ ろ し

八幡西特別支援学校 校長 R2.5.1～ 
人事異動により就任 

宮基
みやもと

 量子
りょうこ

修多羅小学校 校長 辞任 

一ノ宮
い ち の み や

 成美
な る み

鷹の巣幼稚園 園長 辞任 

福
祉
施
設
等
職
員

小松
こ ま つ

 未央
み お

北九州市子ども総合センター 判定係長  

清水
し み ず

喜代美
き よ み

北九州市立引野ひまわり学園 園長  

高
たか

井
い

 健次
け ん じ

小池学園 園長 辞任 

学
識
経
験
者

倉光
くらみつ

 晃子
あ き こ

西南学院大学 准教授（特別支援教育専門）

大平
おおひら

  壇
だん

福岡教育大学 教授（特別支援教育専門） 

任   期   令和元年５月１日～令和３年４月３０日 
女性登用率  ２０名中１３名（６５％） 
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○北九州市教育支援委員会規則

昭和49年10月11日

教委規則第17号

改正 昭和58年8月15日教委規則第13号

平成15年3月31日教委規則第12号

平成17年3月31日教委規則第2号

平成19年3月30日教委規則第5号

平成26年7月1日教委規則第7号

(題名改称) 

平成29年6月12日教委規則第22号

(趣旨) 

第1条 この規則は、付属機関の設置に関する条例(昭和38年北九州市条例第97号)第3条の

規定に基づき、北九州市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び

委員並びにその運営について必要な事項を定めるものとする。

(平26教委規則7・一部改正) 

(所掌事務) 

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害のある幼児、児童及び生徒の障害の種類及び程度の判定に関すること。

(2) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学先の決定に関すること。

(3) 障害のある幼児、児童及び生徒の就学先決定後の一貫した支援に関すること。

(平26教委規則7・一部改正) 

(組織) 

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから、

教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師

(2) 学校関係職員

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(同法第12条の児

童相談所を含む。)の職員

(4) 学識経験者

(平15教委規則12・平26教委規則7・一部改正) 

(委員の任期) 
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第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長) 

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平15教委規則12・一部改正) 

(判定専門部会) 

第6条 委員会は、必要に応じて障害の種類別に判定専門部会(以下「部会」という。)を置

くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名

する者が、その職務を代理する。

(平15教委規則12・一部改正) 

(会議の招集) 

第7条 委員会は、会長が招集する。

(会議) 

第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。

(関係者の出席等) 

第9条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求めてその説明

又は意見を聴くことができる。

(庶務) 

第10条 委員会の庶務は、教育委員会指導部特別支援教育相談センターにおいて処理する。

(昭58教委規則13・平15教委規則12・平17教委規則2・平19教委規則5・平29教委

規則22・一部改正) 

(委任) 

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が別に
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定める。

付 則

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和58年8月15日教委規則第13号) 

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成15年3月31日教委規則第12号) 

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(平成17年3月31日教委規則第2号)抄

(施行期日) 

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付 則(平成19年3月30日教委規則第5号)抄

(施行期日) 

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

付 則(平成26年7月1日教委規則第7号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置) 

2 改正前の北九州市心身障害児就学指導委員会規則の規定により委嘱され、又は任命され

た北九州市心身障害児就学指導委員会(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、こ

の規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の北九州市教育支援委員会規則の

規定により北九州市教育支援委員会(以下「新委員会」という。)の委員に委嘱され、又は

任命されたものとみなす。この場合において、新委員会の委員に委嘱され、又は任命され

たものとみなされる当該委員の任期は、旧委員会の委員としての任期の施行日における残

任期間と同一の期間とする。

付 則(平成29年6月12日教委規則第22号) 

この規則は、公布の日から施行する。
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